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規 則

�愛媛県規則第３４号
住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則

住民基本台帳法施行細則（平成１４年愛媛県規則第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（本人確認情報又は附票本人確認情報の開示手続）

第３条 法第３０条の３２第１項（法第３０条の４４の１３において準用する

場合を含む。）の規定に基づく自己に係る本人確認情報又は附票

本人確認情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）は、本

（本人確認情報 の開示手続）

第３条 法第３０条の３２第１項

の規定に基づく自己に係る本人確認情報

の開示の請求（以下「開示請求」という。）は、本
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人確認情報（附票本人確認情報）開示請求書（様式第２号）によ

り行わなければならない。

２ 開示請求をする者は、次項に規定する場合を除き、個人番号カ

ード、運転免許証、旅券 その他の本人確認情報

又は附票本人確認情報の本人であることを証明するために必要な

書類として知事が適当と認めるものを提示しなければならない。

３ 省略

４ 法第３０条の３２第２項ただし書（法第３０条の４４の１３において準用

する場合を含む。）の規定に基づく書面以外の方法による本人確

認情報又は附票本人確認情報の開示は、本人確認情報又は附票本

人確認情報が表示されたディスプレイの画面を閲覧させることに

より行うものとする。

（開示期限の延長の通知）

第４条 法第３０条の３３第２項（法第３０条の４４の１３において準用する

場合を含む。）の規定に基づく通知は、本人確認情報（附票本人

確認情報）開示期限延長通知書（様式第３号）により行うものと

する。

（本人確認情報又は附票本人確認情報の訂正等の申出）

第５条 法第３０条の３５（法第３０条の４４の１３において準用する場合を

含む。）の規定による本人確認情報又は附票本人確認情報の内容

の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出（以下「本人確認情

報又は附票本人確認情報の訂正等の申出」という。）は、本人確

認情報（附票本人確認情報）訂正（追加、削除）申出書（様式第

４号）により行わなければならない。

２ 第３条第２項及び第３項の規定は、本人確認情報又は附票本人

確認情報の訂正等の申出について準用する。

３ 法第３０条の３５（法第３０条の４４の１３において準用する場合を含

む。）の規定に基づく通知は、本人確認情報（附票本人確認情

報）調査結果通知書（様式第５号）により行うものとする。

（知事以外の執行機関への本人確認情報及び附票本人確認情報の

提供方法）

第６条 条例第４条の都道府県知事保存本人確認情報及び都道府県

知事保存附票本人確認情報の知事以外の執行機関への提供方法

は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並

びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基

準（平成１４年６月総務省告示第３３４号）に定めるところにより、

電気通信回線を通じて電子計算機に送信する方法とする。

（本人確認情報及び附票本人確認情報を利用することができる事

務）

第７条 省略

（知事以外の執行機関に本人確認情報及び附票本人確認情報を提

供する事務）

第８条 省略

様式第２号（第３条関係） 本人確認情報（附票本人確認情報）開

示請求書

人確認情報開示請求書 （様式第２号）によ

り行わなければならない。

２ 開示請求をする者は、次項に規定する場合を除き

、運転免許証、健康保険の被保険者証その他の本人確認情報

の本人であることを証明するために必要な

書類として知事が適当と認めるものを提示しなければならない。

３ 省略

４ 法第３０条の３２第２項ただし書

の規定に基づく書面以外の方法による本人確

認情報 の開示は、本人確認情報

が表示されたディスプレイの画面を閲覧させることに

より行うものとする。

（開示期限の延長の通知）

第４条 法第３０条の３３第２項

の規定に基づく通知は、本人確認情報開示期限延

長通知書 （様式第３号）により行うものと

する。

（本人確認情報 の訂正等の申出）

第５条 法第３０条の３５

の規定による本人確認情報 の内容

の全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出（以下「本人確認情

報 の訂正等の申出」という。）は、本人確

認情報訂正（追加、削除）申出書 （様式第

４号）により行わなければならない。

２ 第３条第２項及び第３項の規定は、本人確認情報

の訂正等の申出について準用する。

３ 法第３０条の３５

の規定に基づく通知は、本人確認情報調査結果通知書

（様式第５号）により行うものとする。

（知事以外の執行機関への本人確認情報 の

提供方法）

第６条 条例第４条の都道府県知事保存本人確認情報

の知事以外の執行機関への提供方法

は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並

びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基

準（平成１４年６月総務省告示第３３４号）に定めるところにより、

電気通信回線を通じて電子計算機に送信する方法とする。

（本人確認情報 を利用することができる事

務）

第７条 省略

（知事以外の執行機関に本人確認情報 を提

供する事務）

第８条 省略

様式第２号（第３条関係） 本人確認情報開示請求書

本人確認情報（附票本人確認情報）開示請求書

省略

本人確認情報開示請求書

省略

省略 省略

※ 本人又は法定代理人の確認

□個人番号カード □運転

免許証 □旅券 □その他

（ ）

※ 本人又は法定代理人の確認

□運転免許証 □健康保険

の被保険者証 □旅券 □

その他（ ）

省略 省略
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記入上の注意

１・２ 省略

３ 本人確認情報又は附票本人確認情報の本人が開示請求

をする場合は、個人番号カード、運転免許証、旅券

その他の本人であることを証明するために

必要な書類として知事が適当と認めるものを提示してく

ださい。

４ 省略

記入上の注意

１・２ 省略

３ 本人確認情報 の本人が開示請求

をする場合は 、運転免許証、健康保険

の被保険者証その他の本人であることを証明するために

必要な書類として知事が適当と認めるものを提示してく

ださい。

４ 省略

注 不要の文字は、抹消すること。

様式第３号（第４条関係） 本人確認情報（附票本人確認情報）開

示期限延長通知書

様式第３号（第４条関係） 本人確認情報開示期限延長通知書

本人確認情報（附票本人確認情報）開示期限延長通知書

省略

本人確認情報開示期限延長通知書

省略

省略 省略

注 不要の文字は、抹消すること。

様式第４号（第５条関係） 本人確認情報（附票本人確認情報）訂

正（追加、削除）申出書

様式第４号（第５条関係） 本人確認情報訂正（追加、削除）申出

書

本人確認情報（附票本人確認情報）訂正（追加、削除）申出書

省略

本人確認情報訂正（追加、削除）申出書

省略

省略 省略

訂正（追加、削除）の申出に係

る本人確認情報（附票本人確認

情報）の内容

省略

訂正（追加、削除）の申出に係

る本人確認情報

の内容

省略

個 人 番 号 氏 名

氏 名 生 年 月 日

生 年 月 日 性 別

性 別 住 所

住 所 区 分 ・ 事 由

そ の 他
上記事由に対

応する年月日

省略 省略

※ 本人又は法定代理人の確認

□個人番号カード □運転

免許証 □旅券 □その他

（ ）

※ 本人又は法定代理人の確認

□運転免許証 □健康保険

の被保険者証 □旅券 □

その他（ ）

省略 省略

記入上の注意

１・２ 省略

３ 本人確認情報又は附票本人確認情報の本人が訂正（追

加、削除）の申出をする場合は、個人番号カード、運転

免許証、旅券 その他の本人であること

を証明するために必要な書類として知事が適当と認める

ものを提示してください。

４ 省略

５ 個人番号の欄は、本人確認情報の内容の訂正（追加、

削除）の申出をする場合にのみ記入してください。

記入上の注意

１・２ 省略

３ 本人確認情報 の本人が訂正（追

加、削除）の申出をする場合は 、運転

免許証、健康保険の被保険者証その他の本人であること

を証明するために必要な書類として知事が適当と認める

ものを提示してください。

４ 省略

注 省略

様式第５号（第５条関係） 本人確認情報（附票本人確認情報）調

査結果通知書

注 省略

様式第５号（第５条関係） 本人確認情報調査結果通知書

本人確認情報（附票本人確認情報）調査結果通知書

省略

本人確認情報調査結果通知書

省略

省略 省略
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告 示

��������������

�������
�愛媛県告示第４８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４８７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から名称を次のように変更した旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第４８８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

附 則

１ この規則は、令和６年５月２７日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出されている改正前の住民基本台帳法施行細則様式第２号及び様式第４号の規定による書類は、改正後の住民

基本台帳法施行細則様式第２号及び第４号の規定による書類とみなす。

�愛媛県告示第４８４号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４８５号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

注 省略 注 省略

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

トライアングルエヒメ推進
事業管理・運営業務（令和
７年３月３１日まで） 一式

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局デジタルシ
フト推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和６年４月１０日

ＲｅＧＡＣＹ Ｉｎｎｏ
ｖａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕ
ｐ株式会社
東京都千代田区神田神保
町一丁目２４番１

２１２，３００，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

原子力防災ドローンオペレ
ーション強化事業に係るシ
ステム関係の維持管理業務
一式

愛媛県県民環境部防災
局原子力安全対策課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和６年３月２６日
株式会社ＮＴＴデータ
東京都江東区豊洲三丁目
３番３号

３７，４４４，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第２号の規定による。

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

ゆりかごファミリークリニ
ック

新居浜市東田１丁目甲１２
３９番地２ 令和６年１月１日

大洲ななほしクリニック 大洲市東若宮１６番２ 令和６年３月８日

うみ・まちクリニック 四国中央市中之庄町５７５
番地１ 令和６年４月１日

クオール薬局 四国中央２
号店

四国中央市上分町７８８－
１ 令和６年４月１日

クオール薬局 中之庄店 四国中央市中之庄町５７７
－１１ 令和６年４月１日

ミ ラ イ ノ 薬 局 土 居 店 四国中央市土居町土居８５
６番地 令和６年４月１日

ミライノ薬局三島中央店 四国中央市三島中央５丁
目９番４８号 令和６年４月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
ひだ内科クリニック

新居浜市横水町２－５１ 令和６年３月１５日
（変更前）
せいだ循環器内科

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

ゆりかごファミリークリニ
ック

新居浜市東田一丁目甲１２
３９番地２ 令和５年１２月３１日

マ ッ ク 大 洲 調 剤 薬 局 大洲市東大洲１７４番地 令和６年３月１日

川 之 石 診 療 所 八幡浜市保内町川之石３
番耕地３０４ 令和６年３月１６日



愛 媛 県 報令和６年５月２４日 第５１１号

４０１

��������������

��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第４８９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４９０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４９１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から指定訪問看護事業等を行う

事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４９２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

おひさまファミリークリニ
ック

伊予郡松前町筒井３９９番
地１ 令和６年３月１９日

ノムラ・デンタルクリニッ
ク

四国中央市三島宮川四丁
目８－５７ 令和６年３月２１日

医療法人起生会武田医院 今治市桜井四丁目１２－３１ 令和６年３月３１日

医療法人 渡邊歯科医院 今治市南宝来町１－８－
１ 令和６年３月３１日

岡 本 歯 科 医 院 大洲市大洲１８番地１ 令和６年３月３１日

小 澤 歯 科 医 院 西条市国安１２８４－１ 令和６年３月３１日

松 浦 内 科 医 院 宇和島市並松一丁目１－
３１ 令和６年３月３１日

松野町国民健康保険谷口診
療所

北宇和郡松野町大字蕨生
１７１５番地 令和６年３月３１日

松野町国民健康保険目黒診
療所

北宇和郡松野町大字目黒
６３７番地１ 令和６年３月３１日

松野町国民健康保険吉野診
療所

北宇和郡松野町大字吉野
２４８２番地 令和６年３月３１日

や ま ぐ ち ク リ ニ ッ ク 南宇和郡愛南町御荘平城
４１３６－５ 令和６年３月３１日

若 宮 診 療 所 西予市宇和町下松葉１４０
番地５８ 令和６年３月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人 竹林院 西予市野村町野村１１号１１０番
地 グループホーム竹の園 西予市野村町野村１２号１０６番

地 令和６年３月６日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人 竹林院 西予市野村町野村１１号１１０番
地 グループホーム竹の園 西予市野村町野村１２号１０６番

地 令和６年３月６日

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人社団みのり会 西予市三瓶町朝立２番耕地１
番地７ 訪問看護ステーションわかば

（変更後）
西予市三瓶町朝立２番耕地１
番地７

令和６年４月１日
（変更前）
西予市三瓶町朝立１番耕地３８
６番地１



愛 媛 県 報令和６年５月２４日 第５１１号

４０２

��������������

��������������

��������������

�������
�愛媛県告示第４９４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４９３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から介護予防事業を次のように廃止した旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４９５号
次のとおり落札者を決定した。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４９６号
次のとおり落札者を決定した。

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

岡 本 行 人 大洲市大洲１８番地１ 岡本歯科医院 大洲市大洲１８番地１ 平成３１年３月３１日

医療法人藤野医院 伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１

おひさまファミリークリニッ
ク

伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１ 令和６年３月１９日

医療法人藤野医院 伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１

おひさまファミリークリニッ
ク

伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１ 令和６年３月１９日

医療法人藤野医院 伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１

おひさまファミリークリニッ
ク

伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１ 令和６年３月１９日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

岡 本 行 人 大洲市大洲１８番地１ 岡本歯科医院 大洲市大洲１８番地１ 平成３１年３月３１日

医療法人藤野医院 伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１

おひさまファミリークリニッ
ク

伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１ 令和６年３月１９日

医療法人藤野医院 伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１

おひさまファミリークリニッ
ク

伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１ 令和６年３月１９日

医療法人藤野医院 伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１

おひさまファミリークリニッ
ク

伊予郡松前町大字筒井３９９番
地１ 令和６年３月１９日

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人徳洲会
宇和島徳洲会

病院
宇和島市住吉町２丁目６
番２４号 医療法人徳洲会

令和９年
５月２０日
まで

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

豚熱生ワクチン（シード）
５０ドーズ 予定数量 ８，１１０本
２０ドーズ 予定数量 １，７７５本

愛媛県農林水産部
農業振興局畜産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和６年５月１４日
松田医薬品株式会社
松山営業所
愛媛県伊予市下吾川１２
２１－２

（５０ドーズ１
本あたり）
４，１２５円

（２０ドーズ１
本あたり）
１，６５０円

一般競争入札
［単価契約］ 令和６年３月２６日
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�愛媛県告示第４９９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市上村土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管

理）の計画の変更を令和６年５月１６日認可した。

令和６年５月２４日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第４９７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条第２項の規定により、次のとおり介護医療院を廃止する旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第４９８号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

令和６年５月２４日

愛媛県中予地方局長 矢 野 悌 二

�愛媛県告示第５００号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和６年５月２４日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第５０１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和６年５月２４日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

動物用焼却炉１基
愛媛県農林水産部
農業振興局畜産課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和６年５月１４日
インシナー工業株式会
社
東京都大田区大森北１
－１２－５

７１，９４０，０００円 一般競争入札 令和６年４月２日

介 護 医 療 院 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

介 護 医 療 院
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人 みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック 愛媛県上浮穴郡�万高原町上黒岩２９２０
番地 令和６年４月３０日 介護医療院

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

市立大洲病院 市立大洲病院訪問看護ステーション 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０番
地 令和６年４月１日 訪問看護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

市立大洲病院 市立大洲病院訪問看護ステーション 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲５７０番
地 令和６年４月１日 介護予防訪問看護

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５１５０００７８ 有限会社さくら 愛媛県東温市北方３０５１
番地２ 櫻 田 直 也

児童発達支援
保育所等訪問
支援

さくらんぼ２号館 愛媛県東温市北方３０５１
番地２

令和６年
５月１日
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�愛媛県告示第５０２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第５０３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１３条第２項の規定により、次のとおり介護医療院を廃止する旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第５０４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

令和６年５月２４日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第５０５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

令和６年５月２４日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第５０６号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和６年５月２４日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ケアジャパン ヘルパーステーション ハッピー西予 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目６５４
番地 令和６年４月３０日 訪問介護

介 護 医 療 院 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

介 護 医 療 院
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人青峰会 介護医療院くじら 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番
地１ 令和６年４月３０日 介護医療院

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１４００１０４ 社会福祉法人 西予市
社会福祉協議会

愛媛県西予市野村町野
村１２号１５番地 宗 正 弘 居宅介護 社会福祉法人西予市社

会福祉協議会 本所
愛媛県西予市野村町野
村１２号１５番地

令和６年
３月３１日

３８１１４００１０４ 社会福祉法人 西予市
社会福祉協議会

愛媛県西予市野村町野
村１２号１５番地 宗 正 弘 重度訪問介護 社会福祉法人西予市社

会福祉協議会 本所
愛媛県西予市野村町野
村１２号１５番地

令和６年
３月３１日

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０３００１２４ 株式会社アクティブモ
ア

愛媛県宇和島市新町１
丁目１番１４号 � � 壮一郎 保育所等訪問

支援
愛ほっと療育ステーシ
ョン

愛媛県宇和島市佐伯町
２丁目３番３３号

令和６年
４月１６日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８２３７０００１２ 伊方町 愛媛県西宇和郡伊方町
湊浦１９９３番地１ 高 門 清 彦 共同生活援助 伊方町障がい者グルー

プホーム
愛媛県西宇和郡伊方町
川永田乙１８４番地

令和６年
４月１日
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愛媛県立農業大学校入学試験の実施について

令和７年度愛媛県立農業大学校入学試験を次のとおり実施する。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入学試験の区分

総合農学科及びアグリビジネス科

２ 入学試験の期日

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

令和６年１０月１１日（金） 学科試験及び面接試験

イ 一般入学試験（１次募集）

令和７年１月２３日（木） 学科試験及び面接試験

ウ 一般入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満

たない場合のみ実施する。

令和７年２月２７日（木） 学科試験及び面接試験

� アグリビジネス科

ア 入学試験（１次募集）

令和６年１０月１５日（火） 学科試験及び面接試験

イ 入学試験（２次募集）。ただし、１次募集で定員に満たな

い場合のみ実施する。

令和７年１月２４日（金） 学科試験及び面接試験

ウ 入学試験（３次募集）。ただし、２次募集で定員に満たな

い場合のみ実施する。

令和７年２月２７日（木） 学科試験及び面接試験

３ 入学試験の場所

松山市下伊台町１５５３番地 愛媛県立農業大学校

４ 募集人員、修業年限及び受験資格

� 総合農学科

コース 修業年限 募集人員

農 産 園 芸 コ ー ス

果 樹 コ ー ス ２年 ５５人

畜 産 コ ー ス

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による高等学校又は
中等教育学校を卒業した者（令和７年３月に卒業見込みの
者を含む。）

� �に掲げる者のほか、知事がこれらの者と同等以上の学
力を有すると認めた者

� アグリビジネス科

コース 修業年限 募集人員

農業経営者養成コース １年 ５人

受験資格

次のいずれかに該当する者
� 学校教育法による大学を卒業した者（令和７年３月に卒
業見込みの者を含む。）又は同法による専門職大学の前期
課程を修了した者（令和７年３月に修了見込みの者を含む。）

� 学校教育法による高等専門学校を卒業した者（令和７年
３月に卒業見込みの者を含む。）

� 学校教育法による専修学校の専門課程（修業年限が２年
以上のものに限る。）を修了した者（令和７年３月に修了
見込みの者を含む。）

� 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した
者であって２年以上の就業経験を有するもの

� 都道府県立農業者研修教育施設養成部門（農林水産大臣
と協議して設置されたものに限る。）を卒業した者（令和
年７月３月に卒業見込みの者を含む。）

� �から�までに掲げる者のほか、知事がこれらの者と同
等以上の能力を有すると認めた者

５ 学科試験科目

� 総合農学科

�愛媛県告示第５０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第５０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和６年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字フク尻甲３４２番地１０から

同町大竹字平塚甲３３３番地１０まで

旧 ７．５～１７．０ ０．２５

新 ７．５～９．５ ０．２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市菅田町大竹字フク尻甲３４２番地１０から

同町大竹字平塚甲３３３番地１０まで
令和６年５月２４日



愛 媛 県 報令和６年５月２４日 第５１１号

４０６

ア 推薦入学試験

小論文及び一般常識

イ 一般入学試験（１次募集）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学及

び理科）

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

国語（古典及び古典講読を除く。）及び一般教養（数学及

び理科）

� アグリビジネス科

ア 入学試験（１次募集）

小論文

イ 入学試験（２次募集、３次募集）（実施する場合）

小論文

６ 入学願書受付期間

� 総合農学科

ア 推薦入学試験

令和６年９月１０日（火）から９月２４日（火）まで

イ 一般入学試験（１次募集）

令和６年１２月９日（月）から１２月２３日（月）まで

ウ 一般入学試験（２次募集）（実施する場合）

令和７年１月３１日（金）から２月１４日（金）まで

� アグリビジネス科

ア 入学試験（１次募集）

令和６年６月１７日（月）から８月３０日（金）まで

イ 入学試験（２次募集）（実施する場合）

令和６年１０月２３日（水）から１１月２９日（金）まで

ウ 入学試験（３次募集）（実施する場合）

令和７年１月３１日（金）から２月１４日（金）まで

� 郵送による場合は、総合農学科及びアグリビジネス科とも当

該受付期間の締切日までの消印があるものは、受け付ける。

７ 受験手続

入学願書に次に掲げる書類等を添えて愛媛県立農業大学校長に

提出すること。

� 総合農学科への入学を希望する者にあっては最終学校の調査

書又は卒業証明書及び成績証明書、アグリビジネス科への入学

を希望する者にあっては最終学校の卒業証明書若しくは卒業見

込証明書又は修了証明書若しくは修了見込証明書及び成績証明

書

� 総合農学科への推薦入学を希望する者にあっては、出身高等

学校又は出身中等教育学校の長の推薦書

� 入学選考料として２，２００円の愛媛県収入証紙

８ その他入学試験の詳細については、愛媛県立農業大学校に問い

合わせること。

令和６年５月２４日 発行


